
令和元年度第２０回 地域連携推進機構運営会議 議事次第 

日 時：令和２年３月９日（月） １０：００～１２：００ 

場 所：本部管理棟 ２階 第二会議室 

【議題】 

＜審議事項＞ 資料番号 

１ 戦略３（アクティブシンクタンク）について 審議１ 

２ その他 

＜報告事項＞ 

１ 重点施策事業における共同研究座談会について 報告１ 

２ 令和 2地域連携推進機構共用研究室等使用申請審査結果について 報告２ 

３ オーキッドバウンティ贈呈式について 報告３ 

４ 未来共創フォーラムの開催中止について 資料なし 

５ 各室･部門の当面の活動予定（主要事項）について 報告４ 

６ その他 

※参考資料

・ 地域連携推進機構運営会議 委員名簿（令和元年１１月１１日時点）（参考資料１） 
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令和元年度第１９回 地域連携推進機構運営会議 

 議事要旨（案） 

 

日 時：令和２年２月１０日（月） １０：００～１１：００ 

場 所：大学本部棟２階 第二会議室 

出席者：牛窪 潔（機構長）、竹村 明洋（副機構長 兼 産学官連携部門長）、背戸 博史（地域連携企画

室長 兼 生涯学習推進部門長）、畑中 寛（地域連携企画室 特命准教授）、島袋 亮道（地域連

携企画室 特命准教授）、柴田 聡史（生涯学習推進部門 准教授）、瀬名波 出（産学官連携部

門 教授(併任)）、新田 早苗（総合企画戦略部長）、金城 徹（総合企画戦略部 地域連携推進

課長） 

欠席者：眞榮平 孝裕（産学官連携部門 教授(併任)）、小島 肇（地域連携企画室 特命准教授） 

陪席者：崎山 英樹（課長代理(併)企画係長）、與儀 あゆみ（産学連携推進係長）、赤嶺 雅哉（地域連

携推進係長）、金城 まなみ（企画係主任）、田頭 明子（地域連携推進係主任）、天願 翔太（産

学連携推進係員）、照喜名 佑悟（企画係員） 

 

※審議に先立ち、２月１０日開催の令和元年度第１８回運営会議の議事要旨案について確認があり、

了承された。 

 

 

＜審議事項＞ 

議長から、次の４件の事項について審議を行う旨提案があり、説明の上、審議を行った。 

 

１．令和２年度非常勤講師の採用について 

畑中特命准教授より、資料（審議１）に基づき、令和２年度非常勤講師の採用について説明があ 

った。審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

２．科目認証に係る追加申請について 

畑中特命准教授より、資料（審議２）に基づき、科目認証に係る追加申請について説明があった。 

審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

３．令和２年度公開講座について 

背戸部門長より、資料（審議３）に基づき、令和２年度公開講座について説明があった。審議

の結果、全 62件の公開講座のうち、申請取り下げや非承認を除く 57件の公開講座の開講が了承さ

れた。 

 

４．重点施策経費事業における「共同研究の見える化」について 

島袋特命准教授より、資料（審議４）に基づき、重点施策経費事業「共同研究実績の見える化」

について説明があった。審議の結果、役員等懇談会にて意見を伺うこととして了承された。 

主な意見は以下のとおり。 
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 ・公表するにあたり、何をコンセプトとするのか、どの点を伸ばすのか説明をしっかり記載しない 

  と、公表の意味がなくなってくる。受入金額を伸ばしたいのであれば、受入金額０の項目は欄外 

  にするなどが考えられる。（背戸室長） 

 

 ・事実のみを公表してもあまり意味がないため、どこまで公表するのかという問題があるが、企画

経営戦略会議にて公表するなど、意義のある公表の仕方を考えなければならない。（新田部長） 

 

＜報告事項＞ 

１．各室･部門の当面の活動予定（主要事項）について 

各室・部門から、資料（報告１）に基づき、それぞれ報告があった。 
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法人番号：82

法人名：琉球大学

重点支援：1

戦略
番号

戦略名
組織整備／
プロジェクト

取組名
2020年度
予　定　額
(千　　円)

学　内
負担額

合　計

3
協働(交流と参画)を核と
した産学官連駅システム
の構築による人材育成

プロジェクト
沖縄型「アクティブ・シンクタンク」とし
ての産学官民協働による実践型教
育システムの構築

2016 ～ 2021 6年 21,409 5,000 26,409

令和２年度予定額　機能強化経費（機能強化促進分）事項一覧

事業実施期間

　審議１ 　|　1 / 1

令和２年３月５日 
地域連携推進機構地域連携企画室　承認
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令和 2年 3月 4日 

重点施策事業における共同研究強化に関する座談会開催について 

（目的） 

3 月 4 日開催予定であった共同研究強化セミナーの開催延期に伴い、セミナー申込者等を

対象とした座談会を開催し、次回のセミナーの参考情報とする。 

（内容） 

重点施策事業で設置した教員 WG での共同研究強化に向けた課題及び施策案を紹介しなが

ら、施策案に対する意見及び企業等との共同研究について、日ごろ感じている課題などにつ

いても自由に発言してもらい、共同研究に対する教員意見を収集する。 

（対象者） 

3 月 4 日開催予定であった共同研究強化セミナーへの申込者ほか当該セミナーに興味を示

していた教員若干名 

（開催予定日） 

3月 11日（水）もしくは 13日（金） 10：00～11：30 

（会場） 

地域創生総合研究棟 1階産学官交流スペース 

　報告１ 　|　1 / 1

令和２年３月５日 
地域連携推進機構地域連携企画室　承認
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区分 申請者 学部学科 共同研究先企業 利用目的 利用スペース 許可・不許可 年額使用料（円）

1 継続

(株)沖縄ヒュー
マンキャピタル

代表取締役
金城和光

グローバル人材育成業務
（沖縄県大学生等海外インターンシップ事業）

産学棟
106号室
(23㎡)

許可 433,320

2 新規 長田　智和
工学部情報学科　准教授

(株)オキット
代表取締役　立石　聡明 事務所として

産学棟
202号室
(37㎡)

許可 683,526

3 継続 岡崎　威生
工学部情報工学科　教授

株式会社タップ　ホスピタリティサー
ビス工学研究所　沖縄研究室
　宮川　拓

宿泊産業におけるデータ分析及びロボット活用の
共同研究開発

産学棟
203号室
（30㎡）

許可 565,200

4 新規 関根　健太郎
農学部亜熱帯農林環境科学科
准教授

株式会社バイオジェット
塚原　正俊

沖縄作物保護ネットワークの事務室として使用、
産学官連携(共同研究)の活動拠点とする

産学棟
204-1号室

(33㎡)
許可 609,631

5 継続 福本　晃造
教育学部 准教授

有限会社共栄コントロールズ
巴月　和利 淡水・海水の水質改善システムの開発

産学棟
204-2号室

（23㎡）
許可 433,320

6 継続 下里　哲弘
工学部工学科　教授

社会基盤施設耐候・
耐久性研究会
主宰：矢吹 哲哉

沖縄における社会基盤施設の耐候･耐久性向上
に関する本学、社会基盤施設対候・耐久性研究
会、沖縄総合事務局、沖縄県、しまたて協会及び
民間企業との共同研究で使用

産学棟
205号室
(17㎡)

許可 320,280

7 継続 小山　聡宏

大学院　理工学研究科
総合知能工学環境情報工学
博士後期課程　堤研究室

(一社)沖縄県環境･
エネルギー研究開発機構

株式会社正興電機製作所
新事業部　部長　渡邊　剛

株式会社琉球ポテンシャル
代表取締役　小山　聡宏

平成30-令和元年度に受託した本学連携事業の
継続および令和2年度新規事業獲得とプロジェク
ト推進のための共同研究室利用

産学棟
301室
(35㎡)

許可 659,400

8 継続

(株)沖縄TLO

代表取締役社
長　玉城 昇

株式会社沖縄TLOの事務所として利用する
産学棟
302号室
(35㎡)

許可 659,400

9 継続

(株)沖縄TLO

代表取締役社
長　玉城 昇

株式会社沖縄TLOの事務所として利用する
産学棟
303号室
(25㎡)

許可 471,000

10 継続 岡田　竜弥
工学部工学科　助教

Noguchi-Consulting Institute of
Technology
野口　隆

薄膜トランジスタ作製のための、レジスト塗布・パ
ターン露光・現像

産学棟
305B号室
(10.5㎡)

許可 197,820

11 継続

(株)沖縄TLO

代表取締役社
長　玉城 昇

株式会社沖縄TLOの事務所として利用する
産学棟
306号室
(66㎡)

許可 1,243,440

12 継続 荒川　雅志
国際地域創造学部　教授

株式会社ウェルネスメディカル研究
所
安達　宏

地域資源を活かした新ウェルネス産業の研究開
発事業拠点形成

産学棟
307号室
(23㎡)

許可 433,320

6,709,657

令和2年度 産学官連携棟共用研究室等使用許可一覧（令和2年4月～）

　報告２ 　|　1 / 16

令和２年２月１２日
地域連携推進機構共用研究室等審議委員会　承認
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区分 申請者 学部学科 共同研究先企業 利用目的 利用スペース 許可・不許可 年額使用料（円）

1 継続 石井　貴広
農学部亜熱帯生物資源科学科
准教授

有限会社
バイオシステムコンサルティング
　多和田　真吉

沖縄産生物資源からPAK阻害剤の探索
研究棟
203号室
(20㎡)

許可 388,800

2 継続 照屋　俊明
教育学部理科教育専修　教授

株式会社沖縄リサーチセンター
天然資源から有用天然有機化合物を探索し、そ
の薬理活性を評価する

研究棟
204号室
(20㎡)

許可 388,800

3 新規 瀬名波　出
工学部工学科　教授 株式会社リテックフロー

瀬名波　出
技術開発および大学内教員との連携

研究棟
206号室
(41㎡)

許可 781,542

4 継続 清水　雄介
医学研究科形成外科学講座
教授

株式会社Grancell
野村　紘

医薬品・医薬部外品・化粧品の開発研究
研究棟
207号室
(41㎡)

許可 797,040

5 継続 照屋　俊明
教育学部理科教育専修　教授

琉球ボーテ株式会社 大学発ベンチャー企業の事務所として
研究棟
208号室
(21㎡)

許可 408,240

6 継続 岡﨑　威生
工学部情報工学科　教授 クラウドエース株式会社

代表取締役社長　青木誠
クラウドを活用したデータサイエンスのビジネス
適用の共同研究及び事業創出

研究棟
302号室
(42㎡)

許可 816,480

7 継続 名嘉村　盛和 工学部工学科　教授
公益社団法人沖縄県情報産業協
会
渡真利　哲

産学官連携による高度IT人材育成及び先端的シ
ステム開発拠点の構築

研究棟
303号室
(42㎡)

許可 816,480

8 継続 名嘉村　盛和 工学部工学科　教授
公益社団法人沖縄県情報産業協
会
渡真利　哲

産学官連携による高度IT人材育成及び先端的シ
ステム開発拠点の構築

研究棟
304号室
(42㎡)

許可 816,480

9 継続 長田　智和
工学部工学科　准教授

株式会社マストトップ　城間　政司 IoTセキュリティ検証講座教材開発のため
研究棟
305号室
(21㎡)

許可 408,240

10 継続 久保田　康裕
理学部海洋自然科学科生物系
教授

・日本工営株式会社　米城　丈史
・沖縄県環境科学センター　比嘉
悟
・株式会社沖縄環境地域コンサル
タント　庄島 興一

生物多様性ビックデータを活用した次世代環境
アセスメント技術開発と環境教育教材開発

研究棟
306号室
(21㎡)

許可 408,240

11 継続 等々力　英美
医学部　医学科
非常勤講師

西大学院
産創研

①地域（企業）との連携による沖縄特産野菜（ヘ
チマ）の機能性表示獲得のためのヒト介入試験
の実施
②チャンプルースタディの研究成果に基づいたレ
シピ普及と評価
③琉大ブランド事業の進展を目指した企業連携
の継続と展開

研究棟
307号室
(21㎡)

許可 408,240

12 継続 眞榮平 孝裕 理学部地質地球科学科　教授
有限会社フロンティアーズ　伊藝
直

沖縄型ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰﾊｳｽの学内設置に関わる性
能･分析･評価並びに県内建設関係企業向けの
ZEH普及に向けた取り組み。併せて、省・造エネ
ルギーや新しい住まいの形を基礎とした環境教
育・教材の開発を目指す。

研究棟
308号室
(21㎡)

許可 408,240

13 継続 大城　尚紀
工学部エネルギー環境工学コー
ス　准教授

ロゴスソリューション合同会社
大城　尚紀（代表社員）

自動車部品等のビンピッキングに関する研究お
よび開発

研究棟
309号室
(21㎡)

許可 408,240

7,255,062

令和2年度地域創生総合研究棟共用研究室等使用許可一覧（令和2年4月～）　

　報告２ 　|　2 / 16

令和２年２月１２日
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募集レンタルラボ

１階 産学官交流スペース（研修室）

倉庫 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

産学官交流スペース
ラウンジ

事務室 設備室
女子ＷＣ 男子ＷＣ

女子ＷＣ 男子ＷＣ
機構

教員室
機構

教員室 205
産学官連携部門

研究員室

ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

203 204
201 202

303 304

募集レンタルインキュベーションオフィス

２階 206 207 208

女子ＷＣ

ﾕﾃｨﾘﾃｨｰﾙｰﾑ
男子WC

305

301 302

308 309

地域創生総合研究棟　配置図

３階

ﾐｨｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

306 307

42（㎡）

40(㎡)

20(㎡)

42（㎡）

21(㎡)

102(㎡

44(㎡)

21(㎡) 21(㎡) 21(㎡) 21(㎡) 21(㎡)

42（㎡）

21(㎡)

41(㎡)

21(㎡)

21(㎡)

41(㎡)

20(㎡)

倉
庫

電
気
室

階
段
下
倉
庫

【照屋俊明】

(株)沖縄

ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

【照屋俊明】

琉球ボーテ

(株)

【清水雄介】

(株)Grancell
(野村紘介)

【岡﨑威生】

ｸﾗｳﾄﾞｴｰｽ㈱

(青木誠)

【眞榮平考裕】

(有)フロン

ティアーズ

(伊藝直)

【等々力英美】

西大学院

(西大八重子)

【玉城理】

（公社）沖縄県

情報産業協会

(渡真利哲)

【玉城理】

（公社）沖縄県

情報産業協会

(渡真利哲)

【石井貴広】

(有)ﾊﾞｲｵｼｽ

ﾃﾑｺﾝｻﾙ

ﾃｨﾝｸﾞ

(多和田)

【長田智和】

(株)マスト

トップ

(城間政司)

【瀬名波出】

（株）リテックフロー

（瀬名波出）

【大城尚紀】

ロゴスソ

リューション

合同会社

(大城尚紀)

【久保田康裕】

(株)バイオ

ムーン

(藤木 庄五郎)
他3社

　報告２ 　|　3 / 16

令和２年２月１２日
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107

大型実験室

電気室
108

男子トイレ
倉庫

ミーティング
ルーム

機構ＰＪ
ビジネストライアルラボ

人材育成
ｱﾝﾄﾚ事業

104 103
玄関(風除室)

緑　　　地

研修室

１階 110 105 106 109
女子トイレ

203 202 201

募集レンタルラボ募集シェアオフィス

募集レンタルインキュベーションオフィス

２階 204-1 204-2

洗
い
場

205 209
女子トイレ

208
男子トイレ

機械室

305

　

304 303 302 301
  305Ｂ

産学連携棟　配置図

３階 306 307 309
女子トイレ

308
男子トイレ

66(㎡) 23(㎡)

25(㎡) 35(㎡) 35(㎡)

33(㎡) 23(㎡) 17(㎡)

30(㎡)

70(㎡)

35(㎡) 23(㎡)

67(㎡) 147(㎡)

10.5(㎡)

23(㎡)

37 (㎡)

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

※304単独での使用は不可。

21(㎡)

【岡田竜弥】

野口隆 元教授

【福本晃造】

(有)共栄コント

ロールズ

【長田智和】

(株)オキット

（立石聡明）

【金城和光】

(株)沖縄ヒュー

マンキャピタル

【小山聡宏】

・(株)正興電機製作所

（渡邊剛）

・(株)琉球ポテンシャル

（小山聡宏）

【荒川武】

(株)ウェル

ネスメディカ

ル研究所

(縄野雅彰)

(株)沖縄ＴＬＯ

(玉城昇)

(株)沖縄ＴＬＯ

(玉城昇)
(株)沖縄ＴＬＯ

(玉城昇)

【岡﨑威生】

(株)タップ

ホテル研究所

(宮川拓)

【下里】

社会基盤施設耐

候･耐久性研究会

(矢吹哲哉)

【関根健太郎】

(株)バイオジェット

(塚原正俊)
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令和元年１２月１９日 

 

各部局等の長 殿 

 

                                         地域連携推進機構長 

                                             （公印省略） 

 

令和 2年度「地域連携推進機構 共用研究室等」使用者募集について 

 

平素より当機構の業務運営にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。  

さて、地域連携推進機構では、琉球大学における産学官連携活動に資するため、当機構内の共用研究室等使用者 

を国立大学法人琉球大学地域連携推進機構共用研究室等使用内規に基づき募集いたします。 

つきましては、貴部局の関係教職員への周知方よろしくお願いいたします。 

          

１．募集する共用研究室等の概要 

①産学官連携棟：共用研究室等          14室（別紙 産学官連携棟配置図参照） 

提供スペース：事務スペースのみ 17～66㎡    11室 

       ：実験室      10.5／21㎡   2室 

（実験室2室は、併用か 305B室のみの使用が可能 ※304室単独での使用は不可） 

シェアオフィス  ① 2㎡    4席（固定席） 

② 4㎡    2席（固定席） 

（パーティションで仕切られた、指定の座席が専有スペースとなります。） 

 

②地域創生総合研究棟：共用研究室等       13室（別紙 地域創生総合研究棟配置図参照） 

提供スペース：事務スペースのみ 21㎡～41㎡    9室 

：実験室      20㎡     2室（バイオクリーンベンチ・実験台等） 

41㎡         2室（ドラフトチャンバー・実験台等） 

 

※事務スペース・実験室について、机・椅子・インターネット・電話等は使用者の負担で設置・搬入ください。 

 ※シェアオフィスには、机・椅子・ポスト有り（電話等は設置不可） 

  

２．共用研究室等の使用料（増税に伴い使用料が改定されました） 

①産学官連携棟    ：国立大学法人琉球大学料金規程に基づく月額 1,570円／㎡（光熱水料を含む） 

 ②地域創生総合研究棟 ：国立大学法人琉球大学料金規程に基づく月額 1,620円／㎡（光熱水料別途） 

 

３．入居期間          

令和2年4月1日～令和3年3月 31日 

※新規入居の場合は、清掃・カギ取替のため 4月8日からの入居とさせていただきます（4月入居料は日割り計算）。 

 

４．応募資格 

【事務スペース・実験室】 

本学の産学官連携活動を実施するため共用研究室等を必要とする次の者。 

①本学の教員，非常勤講師及び非常勤研究員 

②本学の学部学生，大学院学生及び研究生 

③民間機関等の共同研究員 

④本学の有する研究成果及び技術，ノウハウを用いたベンチャー企業の構成員 

⑤その他本学の産学官連携活動に資するものと機構長が認めた者 

 

【シェアオフィス】 

次に掲げる者のうち、本学の有する研究成果，技術及びノウハウを用いた企業の構成員又はその起業を 

  目指すため、共用研究室（シェアオフィス）を必要とする者。 

①本学の教員，非常勤講師及び非常勤研究員 

②本学の学部学生，大学院学生及び研究生 
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５．提出書類・提出日 

使用申請書、活動計画書・活動報告書（別紙１）をご提出ください。複数の共用研究室等へ使用申請を行う場合

でも、提出する申請書は１部で構いません。なお、提出書類については、地域連携推進機構 産学官連携部門 事

務室（地域創生総合研究棟 1階）へ【令和 2年 1月 17日（金）】必着といたします。 

※複数の使用申請を行う場合、申請書・計画書に各室の使用目的を必ず明記ください。 

 

６．募集期間 

令和元年 12月 19日（木）～ 令和 2年 1月 17日（金） 

 

７．選考方法 

①申請内容に対し、地域連携推進機構共用研究室等使用審査委員会が詳細について、プレゼンテーションを必要

と判断した場合には、使用申請代表者へ別途依頼いたします。 

②地域連携推進機構共用研究室等使用審査委員会の議を経て、機構長が許可又は不許可を決定し使用申請代表者

に通知いたします。 

 

【応募・お問合せ先】  

  総合企画戦略部地域連携推進課産学連携推進係 與儀・天願 895-8031  sangaku@acs.u-ryukyu.ac.jp 

地域連携推進機構産学官連携部門 事務補佐  宮城     895-8597  iicc@acs.u-ryukyu.ac.jp 

 

 

※年末年始の琉球大学休業期間に伴い、産学官連携部門事務室も休業いたします。 

 

【琉球大学年末年始休業期間】 

 令和元年 12月 28日(土)～令和 2年 1月 5日(日) 

  

【産学官連携部門事務室の窓口及びお電話対応】 

 年末：令和元年 12月 27日(金)15：30まで 

 年始：令和 2年  1月  6日(月)から 

　報告２ 　|　6 / 16

令和２年２月１２日

11 / 33

mailto:sangaku@acs.u-ryukyu.ac.jp
mailto:iicc@acs.u-ryukyu.ac.jp


国立大学法人琉球大学地域連携推進機構共用研究室等使用内規 

 

                             平成２９年１月１８日 

                             制        定 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この内規は，国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領（以下「要領」という。） 

第２条第６号及び第５条第４項の規定に基づき，国立大学法人琉球大学地域連携推進機

構（以下「機構」という。）の共用研究スペース（以下「共用研究室等」という。）の

使用に関し，必要な事項を定める。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この内規において「共用研究室等」とは，次に掲げるものをいう。 

 (1) 地域創生総合研究棟 レンタルオフィス・レンタルラボ 

 (2) 産学官連携棟 レンタルオフィス・レンタルラボ 

 (3) 産学官連携棟 シェアオフィス 

 

 （使用の目的） 

第３条 機構の長は，国立大学法人琉球大学（以下「本学」という。）における産学官連 

携活動に資する目的に限り，共用研究室等を学内外の者に使用させることができる。 

 

 （使用できる者の資格） 

第４条 共用研究室等のうち，レンタルオフィス・レンタルラボを使用することができる

者は，次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 本学の教員，非常勤講師及び非常勤研究員 

 (2) 本学の学部学生，大学院学生及び研究生 

 (3) 民間機関等の共同研究員 

 (4) 本学の有する研究成果，技術及びノウハウを用いた企業の構成員 

 (5) その他本学の産学官連携活動に資するものと機構の長が認めた者 

２ 共用研究室等のうち，シェアオフィスを使用することができる者は，前項第１号又 

 は第２号に規定する者で，本学の有する研究成果，技術及びノウハウを用いた企業の

構成員又はその起業を目指す者とする。 

 

 （使用の手続） 

第５条 共用研究室等の使用を希望する者（以下「申請者」という。）は，別紙１「使用

申請書」により機構の長に申請しなければならない。 

２ 機構の長は，前項の申請に対し，機構共用研究室等使用審査会の議を経て，許可又は

不許可を決定し，別紙２「決定通知書」により申請者に通知する。 
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３ 機構の長は，前項の通知をしたときは，機構運営会議に報告するものとする。 

 

 （使用期間） 

第６条 共用研究室等を使用することができる期間は，本学の事業年度内とする。ただし，

機構の長が特に必要があると認めた場合は，事業年度を超えて使用することができる。 

２ 前条第２項の規定により許可された使用期間経過後も引き続き共用研究室等の使用を

希望する者は，前条の手続きにより機構の長の許可を得なければならない。 

 

  

 （申請内容の変更） 

第７条 第５条の手続きにより許可を得た者（以下「使用者」という。）は，別紙１「使 

用申請書」の記載事項を変更する場合には，速やかに機構の長に申請し，承認を得なけ

ればならない。 

 

 （使用者の遵守事項） 

第８条 使用者は，要領第１０条の規定に定めるもののほか，次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

 (1) 機構の施設及び設備等の保全に努めること。 

 (2) 許可された目的にのみ使用すること。 

 (3) 使用の許可を得た者以外に使用させないこと。 

 (4) 機構の長の許可を得ずに共用研究室等の改造，模様替え，その他の工事を行わ  

  ないこと。 

 (5) 別紙３「使用要項」に従い機構の施設を利用し，事故防止に努めること。 

 (6) その他定めのない事項は本学職員の指示に従うこと。 

 

 （設備等の搬入及び搬出） 

第９条 使用者が必要な設備等を搬入するときは，あらかじめ機構の長の許可を得なけれ

ばならない。 

２ 前項の許可を得た使用者は，設備等の使用を終了したときは，速やかに当該設備等を

搬出しなければならない。 

３ 設備等の搬入，据付け及び搬出に要する経費は，使用者が負担するものとする。 

 

 （使用の報告） 

第１０条 機構の長は,必要に応じて使用者に対し，使用状況について報告を求めることが

できる。 

２ 使用者は，共用研究室等を使用して行った研究等の成果を公表する場合は，その論文

等の写しを機構の長に提出するものとする。 

 

 （使用許可の取消し等） 
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第１１条 機構の長は，使用者がこの内規及び別紙３「使用要項」に違反したとき，又は

機構の運営に支障を来したとき，若しくはそのおそれがあると認めたときは，その使用

許可を取消し，又は使用を一定期間停止させることができる。 

 

 （使用料及び徴収方法） 

第１２条 共用研究室等の使用料は，国立大学法人琉球大学料金規程（以下「料金規程」

という。）の定めるところによる。ただし，学長が特に必要があると認めたときは，使

用料の一部又は全部を免除することができる。 

２ 使用料の徴収方法は，料金規程に定める方法を原則とする。ただし，別紙１「使用申

請書」において半年払い又は毎月払い等の申請があり，これを許可した場合はその方法

によることができる。 

３ 既納の使用料は，返還しない。ただし，天災地変等真にやむを得ない理由により使用

を中止した場合は，使用しない期間に係る使用料を返還することができる。 

 

 （原状回復及び損害賠償） 

第１３条 使用者は，使用期間が終了したとき，又は第１０条の規定により使用許可を取

り消されたときは，共用研究室等を原状に回復しなければならない。 

２ 使用者は，故意又は過失により機構の施設及び設備等を滅失又は毀損したときは，そ

の損害を賠償しなければならない。 

 

 （補則） 

第１４条 この内規に定めるもののほか，共用研究室等の使用に関し必要な事項は，機構運 

営会議の議を経て,機構の長が別に定める。 

 

  附 則 

１ この内規は，平成２９年１月１８日から実施し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 琉球大学産学官連携推進機構施設利用内規(平成２０年１０月１日制定)は，廃止する。 

   附 則（令和元年７月２４日） 

この内規は，令和元年７月２４日から実施する。 
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別紙１ 

 

  年  月  日 

 

国立大学法人琉球大学地域連携推進機構共用研究室等 使用申請書 

 

国立大学法人琉球大学地域連携推進機構長 殿 

 

                                               使用申請代表者 

                                                  学部・学科： 

                                              職名・氏名： 

                                                                内線（    ） 

 

    地域連携推進機構の共用研究室等を使用したいので申請いたします。 

なお、使用にあたっては機構の使用内規及び使用要項（別紙３）等を遵守します。 

 

 使用申請者記入欄 

使 用  目  的 

 

 

 

使 用  期  間 2020年  月  日 ～ 2021年  月  日 

使  用   者 

（本学使用責任者） 

 

 

（共同研究先の企業等） 

 

所属： 

氏名： 

電話： 

所属： 

氏名： 

電話： 

 使用希望の建物・面積等 

 ※複数希望する場合は、備

考欄に優先順位を記載 

□産学官連携棟    □地域創生総合研究棟 

□１０㎡ □１５㎡ □２０㎡ □ ３ ０ ㎡  □ ４ ０ ㎡  □ ６ ０ ㎡  

□ シ ェ ア オ フ ィ ス : ２ ㎡  □ シ ェ ア オ フ ィ ス : ４ ㎡  

□ そ の 他 (                    )  

 複数希望する理由 

（詳細に記載すること） 
 

搬入機器名及び目的  

 使 用 料 の 請 求 先          

 支 払 方 法 ・ 時 期          

 

 

 

□共同研究費 □受託研究費 □寄附金 □補助金・基金 

□その他（                     ） 

※連携企業等で費用負担予定の場合は下記を記入 

※請求書に記載する宛名・送付先住所を記入 

□請求書（宛名：                ）  

（送付先：                                  ） 

□毎月払い □一括払い □その他（          ） 

活動計画及び活動報告 活動計画書及び活動報告書を添付する。 

 備       考 

 

 

印 
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国立大学法人琉球大学地域連携推進機構共用研究室等 活動計画書 

 

                    学部・学科： 

                    職名・氏名： 

                                        共用研究室等棟名室号： 

 

１．共同研究等の成果（進捗の状況・今後の展開・新事業創出の可能性等） 

①共同研究のテーマや内容等が新産業の創出に貢献する可能性 

 

②共同研究の進捗状況及び今後の進展可能性 

 

２．研究開発プロジェクトの創出（研究費確保の状況、本学への資金導入額、知財の 活

用等） 

①研究開発プロジェクト創出 

 

②本学の知財等活用 

 

③外部資金導入の可能性 

 

３．波及効果（本学及び地域（企業）等での産学官連携推進への貢献等） 

①本学の産学官連携への貢献 

 

②地域への波及効果 

 

４．使用頻度（使用日数、使用人数等）、利用方法、必要性 

 ※複数の部屋を申請した場合には、部屋毎に下記項目を詳細にご記入下さい 

①使用頻度（使用日数、使用人数等） 

 

②使用方法 

 

③必要性  

 

５．その他・特記事項 
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【使用内規第５条第２項により継続使用を申請する場合は、活動報告を行うこと。】 

 

国立大学法人琉球大学地域連携推進機構共用研究室等 活動報告書 

       

                     学部・学科： 

                     職名・氏名： 

                     共用研究室等棟名室号： 

 

１．共同研究等の成果（進捗の状況・今後の展開・新事業創出の可能性等） 

①共同研究のテーマや内容等が新産業の創出に貢献する可能性 

 

   

②共同研究の進捗状況及び今後の進展可能性 

 

 

２．研究開発プロジェクトの創出（研究費確保の状況、本学への資金導入額、知財の活用  

等） 

①研究開発プロジェックト創出 

 

②本学の知財等活用 

 

③外部資金導入の可能性 

 

３．波及効果（本学及び地域（企業）等での産学官連携推進への貢献等） 

①本学の産学官連携への貢献 

 

②地域への波及効果 

 

４．使用頻度（使用日数、使用人数等）、利用方法、必要性 

①使用頻度（使用日数、使用人数等） 

 

②使用方法 

 

③必要性 

 

５．その他・特記事項 
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別紙３ 

産学官連携棟 使用要項 

 

１．開館時間 

①産学官連携棟の開館時間は月曜日から金曜日の８：３０～１７：００です。 

 土日祝祭日の正面玄関利用は原則、控え下さい。 

②開館時間外に正面玄関を利用したい場合は、事前に地域連携推進機構産学官連携

部門事務室まで相談下さい。 

 

２．使用上のお願い 

①産学官連携棟玄関は１７：００に施錠します。１７：００以降の使用者は、１階

裏口を利用下さい。2 階 3 階非常口は緊急用です。通常は利用しないで下さい。

裏口及び非常口はオートロックとなっております。 

②館内は禁煙です。居室や会議室内での喫煙もお止めください。 

③共用部（廊下、階段、トイレ、会議室）は週一回、清掃業者が清掃します。 

④各居室の清掃は使用者で行って下さい。ゴミは使用者が責任を持って分別し、 

火曜日の午前９：００までに 1 階トイレ横に出して下さい。こちらで回収できる

のは燃えるゴミ･燃えないゴミ･資源ゴミのみです。西原町の専用ゴミ袋を利用下

さい。 

⑤各居室の管理責任は使用者にあります。安全かつ清潔に利用して下さい。 

⑥退出時は照明・空調を消し、火気の始末、水道の蛇口、薬品等の密閉等を確認の

上、各自で居室ドアを施錠して下さい。 

⑦試薬類や備品等を持ち込むときは必ず事前に連絡し、許可を受けて下さい。特に

危険物・毒物・劇物の場合は、使用簿に使用量を記載する等、法令を遵守した適

正な管理、廃棄等を使用者で責任を持って行って下さい。 

⑧電気・水道等の節約に協力お願いします。居室を長時間離れるときは照明・空調

のスイッチを切って下さい。 

⑨施設に異常があるときは自分で直さずに、下記連絡先へご連絡下さい。 

⑩各居室のスペアキーを作成する際は、スペアキー申請書(任意様式)を事前に産学

官連携部門事務室に提出した上で作成願います。また、退去の際はスペアキーも

含め使用した鍵はすべて産学官連携部門事務室まで返却願います。 

 ⑪電話回線やネット環境につきましては、使用者で業者と手続きをして下さい。工

事業者が決まりましたら、｢設備設置工事のご提案･設置承諾書依頼｣を産学官連携

部門事務室まで提出願います。決裁終了後承諾通知が届きますので、その後工事

を進めて下さい。電話回線･ネット回線につきまして、産学官連携部門事務室が仲

介することはありませんので了承願います。 

 ⑫産学官連携棟 1 階風除室にポストを設置しております。各居室の企業名を貼って

おきますので利用下さい。郵便物に関しましては産学官連携部門事務室が預かる
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ことは一切しませんので了承下さい。また、郵便物の宛名は必ず企業名明記で届

けるよう周知願います。 

 ⑬産学官連携部門事務室は、使用者と外部の方との窓口ではありませんので、問合

せは各使用者へ直接連絡がいくよう配慮願います。 

 ⑭駐車場につきましては、使用者用に確保することは出来ません。各自周辺の駐車

場を利用下さい。お車を利用の場合は入構許可証を発行する必要がありますので、

所定の様式にて申請願います。また、産学官連携棟及び地域創生総合研究棟周辺

の来客者用駐車スペースへの駐車は控え下さい。 

 ⑮産学官連携棟 2 階 204 室隣の洗い場について、洗い物などで利用なさった後は、

周辺の水滴などを拭き取り、ゴミは水気を切ってしっかり封をし持ち帰って下さ

い。また、食器や洗剤などの使用者の私物は置かないようにして下さい。 

 

３．会議室使用につきまして 

 地域連携推進機構が保有している会議室は以下のとおりになります。 

 ①産学官連携棟 2 階 201 室 70 ㎡ 

 ②産学官連携棟 1 階ミーティングルームＡ・Ｂ オープンスペースタイプ 

 ③地域創生総合研究棟 2 階ミーティングルーム 40 ㎡ 

 ④地域創生総合研究棟 3 階ミーティングルーム 40 ㎡ 

 ⑤地域創生総合研究棟 1 階産学官交流フロア 102 ㎡※要相談 

  

機構の運営に対する要望・苦情・ご意見等については、下記にご連絡下さい。 

 

 

 

連絡先 

 地域連携推進機構産学官連携部門事務室 

TEL：098-895-8597 

  E-mail：iicc@acs.u-ryukyu.ac.jp 

 総合企画戦略部地域連携推進課産学連携推進係 

  TEL：098-895-8031 
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別紙３ 

地域創生総合研究棟 使用要項 

 

１．開館時間 

①地域創生総合研究棟の開館時間は月曜日から金曜日の８：３０～１７：３０で 

 す。土日祝祭日の正面玄関利用は原則、控え下さい。 

②開館時間外に正面玄関を利用したい場合は、事前に産学官連携部門事務室まで相

談下さい。 

２．使用上のお願い 

①地域創生総合研究棟正面玄関は平日１７：３０に施錠します。１７：３０以降の

利用者は、１階休日夜間出入口を利用下さい。休日夜間出入口はオートロックと

なっており暗証番号で開閉するタイプのドアです。暗証番号は産学官連携部門事

務室より一企業に付き使用責任者にお伝え致します。外部の方へ暗証番号が漏れ

ることのないよう運用につきましては十分注意し利用下さい。 

②館内は禁煙です。居室や会議室内での喫煙もお止めください。 

③共用部（エントランスホール、廊下、階段、トイレ、会議室）は週一回、清掃業

者が清掃します。 

④各居室の清掃は使用者で行って下さい。ゴミは使用者が責任を持って分別し、西

原町専用ゴミ袋を利用し、木曜日の午前９：００までに 1 階トイレ前倉庫内に出

して下さい。こちらで回収できるのは燃えるゴミ･燃えないゴミ･資源ゴミのみで

す。 

⑤各居室の管理責任は使用者にあります。安全かつ清潔に利用して下さい。 

⑥退出時は照明・空調を消し、火気の始末、水道の蛇口、薬品等の密閉等を確認の

上、各自で窓・居室ドアを施錠して下さい。 

⑦試薬類や備品等を持ち込むときは必ず事前に連絡し、許可を受けて下さい。特に

危険物・毒物・劇物の場合は、使用簿に使用量を記載する等、法令を遵守した適

正な管理、廃棄等を使用者で責任を持って行って下さい。 

⑧電気・水道の節約にご協力お願いします。光熱費、水道ガス代(研究ラボのみ)に

つきましては、各使用者負担となりますので了承願います。料金が発生する場合

は毎月請求書を発行致しますので、所定の口座へお振り込み下さい。自動引き落

としなどの対応は出来ませんので了承願います。 

⑨施設に異常があるときは自分で直さずに、産学官連携部門事務室まで連絡下さ 

 い。 

⑩居室の鍵(カードキー)につきまして 

  最大 5 枚までお渡しします。産学官連携部門事務室にてカードに使用者情報を入

力後お受け取りください。5 枚以上必要となっても産学官連携部門事務室では追

加配布致しません。紛失の際は必ず産学官連携部門事務室まで連絡願います。カ

ード情報を抹消致します。また、紛失された場合でもカードの追加配布はござい
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ませんので紛失にはお気を付け願います。紛失の場合はカード作成料を弁償して

頂きますのでご了承願います。 

  退去の際は使用した全てのカード情報を抹消します。産学官連携部門事務室に 

 返却下さい。 

 ⑪電話回線やネット環境につきましては、使用者で業者と手続きをして下さい。工

事業者が決まりましたら、｢設備設置工事のご提案･設置承諾書依頼｣を産学官連携

部門事務室まで提出下さい。決裁終了後承諾通知が届きますので、その後工事を

進めて下さい。電話回線･ネット回線につきまして、産学官連携部門事務室が仲介

することはありませんので了承願います。 

 ⑫地域創生総合研究棟 1 階風除室にポストを設置しております。各居室の部屋番号

・企業名を貼っておきますので利用下さい。郵便物に関しましては産学官連携部

門事務室が預かることは一切しませんので了承下さい。また、郵便物の宛名は必

ず企業名明記で届けるよう周知願います。 

 ⑬産学官連携部門事務室は、使用者と外部の方との窓口ではありませんので、お問

合せは各使用者へ直接連絡がいくよう配慮願います。 

 ⑭駐車場につきましては、使用者用に確保することは出来ません。各自周辺の駐車

場を利用下さい。車を利用の場合は入構許可証を発行する必要がございますので、

所定の様式にて申請願います。また、産学官連携棟及び地域創生総合研究棟周辺

の来客者用駐車スペースへの駐車は控え下さい。 

 ⑮地域創生総合研究棟 2 階 3 階の給湯室について、洗い物などでご利用なさった後

は、周辺の水滴などを拭き取り、ゴミは水気を切ってしっかり封をしゴミ箱にお

捨て下さい。また、食器や洗剤など給湯室には使用者の私物は置かないようにし

て下さい。 

３．会議室利用につきまして 

 地域連携推進機構が保有している会議室は以下のとおりになります。 

 ①産学官連携棟 2 階 201 室 70 ㎡ 

 ②産学官連携棟 1 階ミーティングルームＡ・Ｂ オープンスペースタイプ 

 ③地域創生総合研究棟 2 階ミーティングルーム 40 ㎡ 

 ④地域創生総合研究棟 3 階ミーティングルーム 40 ㎡ 

 ⑤地域創生総合研究棟 1 階産学官交流フロア 102 ㎡※利用については要相談 

 機構の運営に対する要望・苦情・ご意見等については、下記にご連絡下さい。 

 

 連絡先 

 地域連携推進機構産学官連携部門事務室 

TEL：098-895-8597 

  E-mail：iicc@acs.u-ryukyu.ac.jp 

 総合企画戦略部地域連携推進課産学連携推進係 

  TEL：098-895-8031 
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令和2年3月9日以降 各室・部門の当面の活動予定（主要事項）について

※前回からの追記事項は赤字入力

組織名 主要事項

〇２０１９年度学長特別政策経費重点施策推進枠事業の遂行
　共同研究セミナー【延期】
　日時：3月4日（水）13：00-14：30
　場所：工学部1号館222教室
　共同研究に関する座談会（予定）
　日時：3月11日（水）or 3月13日（金）10：00-11：30
　場所：地域創生総合研究棟1階

○地域協働プロジェクト推進事業の遂行

○地域連携推進機構の機能強化に向けた体制整備についての検討
（地域連携に関するワンストップ窓口機能の整理含む）

○交流人材バンク設置に向けた検討（機能，体制，規則等）

○包括連携協定締結に向けた検討・調整
・大阪市港区　※調整中
・沖縄県中小企業家同友会　※調整中

○宜野湾市議会とのパートナーシップ協定の検討・調整

○沖縄県「イノベーション創出人材育成事業」の遂行

〇沖縄県「沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業」の遂行

〇産学官金スタートアップ支援事業の遂行

〇琉球大学ブランド商品開発支援事業の遂行
　琉球大学ブランド開発商品記者発表
　日時：3月25日（水）16：15-17：15
　場所：第一会議室

〇九州・大学発ベンチャー振興シーズ育成資金の支援

〇２０１９年度学長特別政策経費重点施策推進枠事業の遂行
　同上

○地域創生副専攻の運営

○地域共創型学生プロジェクト「ちゅらプロ」（学内公募）の実施

○正課外地域実践プロジェクト（学内公募）の実施

○地域共創による地域志向実習（久米島、宮古島、石垣、うるま、南城、宜野湾、西原）

○「知のふるさと納税」（八重山9/17～9/18、久米島9/24～9/25）の報告書作成

〇地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）フォローアップに係る現地視察（12/13 13：00
～）

産学官連携部門

生涯学習推進部門
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参考資料１

地域連携推進機構運営会議 委員名簿

（令和元年１１月１１日時点）

所属・職名 氏名 区分 備考

1
機構長

（理事・副学長（地域・社会連携担当）） 牛窪
うしくぼ

　潔
きよし

１号委員 議長

2
副機構長 兼 産学官連携部門長

（副学長・副理事（産学官連携担当）） 竹村
たけむら

　明洋
あきひろ

２号委員 議長代行

3
地域連携企画室長

（生涯学習推進部門　教授） 背戸
せ と

　博史
ひろふみ

３号委員

4
生涯学習推進部門長

（生涯学習推進部門　教授） 背戸
せ と

　博史
ひろふみ

４号委員

5 生涯学習推進部門　准教授 柴田
し ば た

　聡史
さ と し

５号委員 専任教員

6 地域連携企画室　特命准教授 小島
こ じ ま

　肇
はじめ

６号委員 特命教員

7 地域連携企画室　特命准教授 島袋
しまぶくろ

　亮道
あきみち

６号委員 特命教員

8 地域連携企画室　特命准教授 畑中
はたなか

　寛
ひろし

６号委員 特命教員

9
産学官連携部門　教授

（工学部　教授） 瀬名波
せ な は

　出
いずる

７号委員
併任教員
(任期：2019年４月1日～)

10
産学官連携部門　教授

（理学部　教授） 眞榮平
ま え ひ ら

　孝裕
たかひろ

７号委員
併任教員
(任期：2019年４月1日～)

11 総合企画戦略部長 新田
に っ た

　早苗
さ な え

９号委員

12 総合企画戦略部 地域連携推進課長 金城
きんじょう

　徹
とおる

１０号委員

13

14
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国立大学法人琉球大学地域連携推進機構規則

  平成２８年２月２３日 

制        定 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人琉球大学組織規則第１６条第２項の規定に基づき，国

立大学法人琉球大学地域連携推進機構(以下｢機構｣という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定める。 

（目的） 

第２条 機構は，国立大学法人琉球大学（以下「本法人」という。）における地域連携，

産学官連携及び生涯学習推進に関わる戦略を全学的かつ一体的な観点から確立し，地域

社会における人材の育成，産業振興に貢献するとともに地域連携の諸活動を通して本法

人における教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。 

（部門等） 

第３条 前条の目的を達成するため，機構に次の室，部門，系及びセンターを置く。 

(1) 地域連携企画室

(2) 産学官連携部門

ア 研究開発支援系

イ 知的財産系

ウ 起業支援系

(3) 生涯学習推進部門

ア 社会教育系

イ 地域志向教育系

２ 前項１号の地域連携企画室に交流人材センターを置く。 

３ 交流人材センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 （業務） 

第４条 機構においては，次に掲げる業務を行う。 

(1) 地域連携企画室

ア 機構全体の統括，方向性に関すること。

イ 機構内の組織間の協働体制の構築に関すること。

ウ 機構とグローバル教育支援機構，研究推進機構及び学部・研究科等との協働体制の

構築に関すること。

エ 機構と産学官をはじめとする多様な組織との協働体制の構築に関すること。

オ 学内外への地域連携に係る広報戦略策定と実施に関すること。

カ 産学官民からの協力要請及び要望等に関する総合窓口に関すること。

(2) 産学官連携部門

ア 民間機関等との共同研究，受託研究その他研究開発の支援に関すること。

イ 民間機関等の技術者及び学生等への技術教育の実施及び援助に関すること。

ウ 知的財産の創生，内容評価，特許出願，管理及び活用に関すること。

エ 知的財産の契約及び係争に関すること。

オ 知的財産の補償，表彰及び啓発普及に関すること。

カ 知的財産の技術移転に関すること。

キ 知的財産及びノウハウを活用した大学発ベンチャーの起業支援に関すること。

ク その他産学官連携の推進に関すること。

参考資料２
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(3) 生涯学習推進部門

ア 生涯学習体系に資する教育・研究に関すること。

イ 公開講座及び公開授業の計画・実施の支援に関すること。

ウ 本法人が有する生涯学習に資する機能の開放に関すること。

エ 地域志向教育の推進に関すること。

オ 地域人材の育成に関すること。

カ 他の教育機関及び地域の生涯学習機関等との連携・協力に関すること。

キ その他生涯学習に関すること。

（組織） 

第５条 機構に，次の各号に掲げる職員を置く。 

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 室長

(4) 部門長

(5) 専任教員

(6) 特命教員

(7) 併任教員

(8) コーディネーター

(9) その他の職員

（機構長) 

第６条 機構に，機構長を置き，地域連携を担当する理事をもって充てる。 

２ 機構長は，機構の業務を掌理し，統括する。 

（副機構長） 

第７条 副機構長は，機構長の職を補佐するとともに，機構長に事故があるとき又は欠け 

たときは，その職務を代行する。 

２ 副機構長は，本法人の副理事又は教員の中から機構長の推薦に基づき，学長が任命す

る。 

３ 副機構長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任 

期は，前任者の残任期間とする。 

（室長） 

第８条 室長は，当該室の業務を掌理するとともに，機構長の職務を補佐する。 

２ 室長は，本法人の教員の中から機構長の推薦に基づき学長が任命する。 

３ 室長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，室長に欠員が生じた場合の後任 

者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（部門長） 

第９条 部門長は，当該部門の業務を掌理するとともに，機構長の職務を補佐する。 

２ 部門長は，本法人の教員の中から機構長の推薦に基づき学長が任命する。 

３ 部門長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，部門長に欠員が生じた場合の 

後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（地域連携推進会議） 

第１０条 機構の運営並びに全学の地域貢献及び地域連携等に関する事項を審議するた

め，地域連携推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 
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２ 推進会議に関し必要な事項は，別に定める。 

（地域連携推進協議会） 

第１１条 機構に対する評価・助言等を行うため，地域連携推進協議会を置く。 

２ 地域連携推進協議会に関し必要な事項は，別に定める。 

（運営会議） 

第１２条 機構の運営に関わる基本方針の策定を行うため，地域連携推進機構運営会議（以 

下「運営会議」という。）を置く。 

（審議事項） 

第１３条 運営会議は，次に掲げる事項の基本方針の策定について審議する。 

 (1) 機構の管理運営に関すること。 

 (2) 機構の教員人事（教員選考に係る部分を除く。）に関すること。 

 (3) 機構の事業計画に関すること。 

 (4) その他機構に関すること。 

 （運営会議の組織）  

第１４条 運営会議は，次に掲げる委員で構成する。 

(1) 機構長 

(2) 副機構長 

(3) 室長 

(4) 部門長 

(5) 専任教員 

(6) 特命教員 

(7) 機構長が指名する併任教員 若干人  

(8) コーディネーター 

(9) 総合企画戦略部長 

(10)地域連携推進課長 

(11)その他機構長が必要と認めた者 

２ 前項第７号及び第１１号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が

生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（議長） 

第１５条 運営会議に議長を置き，機構長をもって充てる。 

２ 議長は運営会議を招集し，主宰する。 

３ 議長に事故があるとき又は欠けたときは，副機構長がその職務を代行する。 

 （議事） 

第１６条 運営会議は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 議決を要する事項については，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の 

決するところによる。 

３ 議長が必要と認めるときは，委員以外の者を運営会議に出席させ，意見を聴くこと 

ができる。 

 （専門委員会） 

第１７条 機構に専門的事項を審議するため，専門委員会を置くことができる。 

31 / 33



（事務） 

第１８条 機構に関する事務は，総合企画戦略部地域連携推進課において処理する。 

（雑則） 

第１９条 この規則に定めるもののほか，機構の運営に関し必要な事項は，推進会議の承

認を得て機構長が別に定める。 

（改廃）  

第２０条  この規則の改廃は，推進会議の議を経て学長が行う。 

附 則 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 琉球大学産学官連携推進規則（平成２０年４月２２日制定）は，廃止する。 

３ 琉球大学生涯学習教育研究センター規則（平成９年３月２５日制定）は，廃止する。 

４ 琉球大学地域貢献推進委員会規程（平成１４年６月２５日制定）は，廃止する。 

 附 則（平成３０年３月３０日） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。
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参考資料３

瀬名波　出 嘉目　克彦

（産学官連携部門） （監事　※陪席）

眞榮平　孝裕 竹村　明洋

（産学連携推進部門） （副機構長　兼
産学連携推進部門長）

金城　徹 牛窪　潔

（地域連携推進課長） （機構長）

新田　早苗 背戸　博史

（総合企画戦略部長）
（地域連携企画室長 兼 生
涯学習推進部門長）

柴田　聡史 畑中　寛

（生涯学習推進部門） （地域連携企画室）

島袋　亮道 小島　肇

（地域連携企画室） （地域連携企画室）

富永　千尋

（研究企画室 特命教授）
※陪席

入　口

令和元年度第２０回 地域連携推進機構運営会議 座席表

令和２年３月９日（月） １０：００～１２：００

（本部管理棟２階 第二会議室）

陪
　
席

陪
　
席
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